
１　総合的な交通安全推進体制の確保
    交通事故の多発に対処し、交通の安全等を確保するため、国には中央交通安全対策会と交通対策本部が設置されて
　おり、また、地方公共団体においては、都道府県と市町村それぞれに交通安全対策会議と交通安全連絡協議会等が
　設置されている。

根拠：昭45年法律第110号 中央交通安全対策会議 交通安全基本計画  
　　　交通安全対策基本法 ○法14条(交通安全基本計画の策定等) (５年ごとの施策大綱)

会長:内閣総理大臣 ※第12次交通安全基本計画

委員:関係14閣僚　 (R8～R12)

交通対策本部 ※設置目的：交通の安全
・具体的施策の調整・推進
本部長:内閣府特命担当大臣

部　員:関係16次官等

○昭和37.8.9決定
　都道府県交通安全対策協議会等の ※総合調整
　設置について 内閣府政策統括官

(共生社会政策担当)

※設置目的：
・交通の円滑化、能率化
・交通の安全

①　交通環境の整備

　　の普及等
③　車両等の安全な運転又は
　　運行の確保
④  車両等の安全性の確保
⑤　交通秩序の維持

　　の整備等

⑧　科学技術の振興等
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交通安全県民運動実施要綱の
活動計画等策定(単年度)

○交通安全対策委員会要綱 兵庫県交通安全対策会議
　会長：知 事、副会長5名 ○法16条(交通安全計画の作成等)
　顧問3名 委員75名 ○交通安全対策会議条例 ○法25条 ○法25条3項

会長:知事、委員31名 ※5年ごとの施策大綱 ※単年度の事業計画

＜６部会（175名）＞ 　  幹事37名
①教育　　④迷惑駐車対策
②運転対策⑤踏切対策
③施設　　⑥被害者支援

内閣官房長官 国家公安委員会委員長

国土交通大臣 総務大臣 法務大臣

内閣府特命担当大臣（共生・共助）（金融）

（こども政策）（沖縄及び北方対策）

文部科学大臣 厚生労働大臣

農林水産大臣 経済産業大臣 防衛大臣

委員
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交通安全対策基本法（昭和四十五年六月一日法律第百十号） 

 

（中央交通安全対策会議の設置及び所掌事務） 

第十四条 内閣府に、中央交通安全対策会議を置く。 

２ 中央交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

一 交通安全基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

二 前号に掲げるもののほか、交通の安全に関する総合的な施策で重要なものの企画に関して審議し、

及びその施策の実施を推進すること。 

 

（中央交通安全対策会議の組織等） 

第十五条 中央交通安全対策会議は、会長及び委員をもつて組織する。 

２ 会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。 

３ 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。 

一 内閣官房長官 

二 国家公安委員会委員長 

三 国土交通大臣 

四 前二号に掲げる者のほか、指定行政機関の長、内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大

臣及びデジタル大臣のうちから内閣総理大臣が任命する者 

４ 中央交通安全対策会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことが

できる。 

５ 中央交通安全対策会議の庶務は、内閣府本府において警察庁及び国土交通省の協力を得て総括し、

及び処理する。ただし、海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものについては、内閣府本

府と国土交通省において共同して処理する。 

６ 前各項に定めるもののほか、中央交通安全対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定

める。 

 

（都道府県交通安全対策会議の設置及び所掌事務） 

第十六条 都道府県に、都道府県交通安全対策会議を置く。 

２ 都道府県交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

一 都道府県交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画

に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。 

三 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、都道府県並びに関

係指定地方行政機関及び関係市町村相互間の連絡調整を図ること。 

 

（都道府県交通安全対策会議の組織等） 

第十七条 都道府県交通安全対策会議は、会長及び委員をもつて組織する。 

２ 会長は、都道府県知事をもつて充てる。 

３ 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。 

一 都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員 

二 都道府県教育委員会の教育長 

三 警視総監又は道府県警察本部長 

四 都道府県知事が都道府県の部内の職員のうちから指名する者 

五 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する

都道府県にあつては、指定都市の長又はその指名する職員 

六 都道府県の区域内の市町村の市町村長及び消防機関の長のうちから都道府県知事が任命する者 

七 その他都道府県知事が必要と認めて任命する者 



４ 都道府県交通安全対策会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くこ

とができる。 

５ 前各項に定めるもののほか、都道府県交通安全対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令

で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。 

（市町村交通安全対策会議） 

第十八条 市町村は、市町村交通安全計画を作成し、及びその実施を推進させるため、条例で定めると

ころにより、市町村交通安全対策会議を置くことができる。 

２ 前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村交通安全対策会議

を置くことができる。 

３ 市町村交通安全対策会議の組織及び所掌事務は、都道府県交通安全対策会議の組織及び所掌事務の

例に準じて、市町村の条例（前項の規定により置かれる市町村交通安全対策会議にあつては、規約）

で定める。 

 

（交通安全対策会議相互の関係） 

第二十条 都道府県交通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議は、その所掌事務の遂行について、

相互に、又はそれぞれ他の都道府県の都道府県交通安全対策会議若しくは他の市町村の市町村交通安全

対策会議と協力しなければならない。 

２ 中央交通安全対策会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、都道府県交通

安全対策会議及び市町村交通安全対策会議に対し、必要な勧告をすることができる。 

３ 都道府県交通安全対策会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市町村交

通安全対策会議に対し、必要な勧告をすることができる。 

 

（交通安全基本計画の作成及び公表等） 

第二十二条 中央交通安全対策会議は、交通安全基本計画を作成しなければならない。 

２ 交通安全基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な

事項 

３ 国家公安委員会及び国土交通大臣は、中央交通安全対策会議が第一項の規定により交通安全基本計

画を作成するに当たり、前項各号に掲げる事項のうちそれぞれの所掌に属するものに関する部分の交

通安全基本計画の案を作成し、中央交通安全対策会議に提出しなければならない。 

４ 中央交通安全対策会議は、第一項の規定により交通安全基本計画を作成したときは、速やかに、こ

れを内閣総理大臣に報告し、並びに指定行政機関の長（指定行政機関が委員会である場合にあつては、

指定行政機関。以下同じ。）及び都道府県知事に通知するとともに、その要旨を公表しなければならな

い。 

５ 前二項の規定は、交通安全基本計画の変更について準用する。 

 

（交通安全業務計画） 

第二十四条 指定行政機関の長は、交通安全基本計画に基づき、その所掌事務に関し、毎年度、交通安

全業務計画を作成しなければならない。 

２ 交通安全業務計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 

一 交通の安全に関し、当該年度において指定行政機関が講ずべき施策 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関し、当該年度において指

定地方行政機関及び都道府県が講ずべき施策に関する計画の作成の基準となるべき事項 

３ 指定行政機関の長は、第一項の規定により交通安全業務計画を作成したときは、すみやかに、これ

を内閣総理大臣に報告するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。 

４ 前項の規定は、交通安全業務計画の変更について準用する。 

 



（都道府県交通安全計画等） 

第二十五条 都道府県交通安全対策会議は、交通安全基本計画（陸上交通の安全に関する部分に限る。）

に基づき、都道府県交通安全計画を作成しなければならない。 

２ 都道府県交通安全計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するために必要な事項 

３ 都道府県交通安全対策会議は、毎年度、都道府県の区域における陸上交通の安全に関し、当該区域

の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関及び都道府県が講ずべき施策に関する計画（以下「都道

府県交通安全実施計画」という。）を作成しなければならない。この場合において、都道府県交通安全

実施計画は、交通安全業務計画（陸上交通の安全に関する部分に限る。）に抵触するものであつてはな

らない。 

４ 都道府県交通安全対策会議は、第一項の規定により都道府県交通安全計画を作成したときは、すみ

やかに、これを内閣総理大臣及び指定行政機関の長に報告し、並びに都道府県の区域内の市町村の長

に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。 

５ 都道府県交通安全対策会議は、第三項の規定により都道府県交通安全実施計画を作成したときは、

すみやかに、これを内閣総理大臣及び指定行政機関の長に報告するとともに、都道府県の区域内の市

町村の長に通知しなければならない。 

６ 第四項の規定は都道府県交通安全計画の変更について、前項の規定は都道府県交通安全実施計画の

変更について準用する。 

 

（市町村交通安全計画等） 

第二十六条 市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村交通安全計画を作成

することができる。 

２ 市町村交通安全対策会議を置かない市町村の長は、前項の規定により市町村交通安全計画を作成し

ようとするときは、あらかじめ、関係指定地方行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行

機関の意見を聴かなければならない。 

３ 市町村交通安全計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、市町村の区域における陸上交通の安全に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するために必要な事項 

４ 市町村長は、市町村の区域における陸上交通の安全に関し、当該年度において市町村が講ずべき施

策に関する計画（以下「市町村交通安全実施計画」という。）を作成することができる。この場合にお

いて、市町村交通安全実施計画は、都道府県交通安全実施計画に抵触するものであつてはならない。 

５ 市町村交通安全対策会議は、第一項の規定により市町村交通安全計画を作成したときは、速やかに、

その要旨を公表するよう努めるとともに、市町村交通安全計画を都道府県知事に報告しなければなら

ない。 

６ 市町村長は、第四項の規定により市町村交通安全実施計画を作成したときは、速やかに、これを都

道府県知事に報告しなければならない。 

７ 第二項及び第五項の規定は市町村交通安全計画の変更について、前項の規定は市町村交通安全実施

計画の変更について準用する。 

 



（注）法：交通安全対策基本法
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交通安全計画等の策定根拠

　　（自治法138条の４）

　　（法16条）

中央交通安全対策会議

（法14条）  第11次 令和３～令和７年度

 第12次 令和８～令和12年度

 第１次 昭和45～昭和50年度

 第２次 昭和51～昭和55年度

 第３次 昭和56～昭和60年度
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